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高度障害療養加算型家族収入保険 
（保険料払込中無解約返戻金型）　無配当
毎月決まった年金で、万一の場合のご家族の生活保障を
希望される方に。

●契約年齢（被保険者）：30歳（男性）　●保険期間・保険料払込期間：60歳　　　●最低支払保証期間：2年
●年金月額：20万円　　　　　　　 ●月払保険料（口座振替扱）：6,520円

（イメージ）

(＊1) 高度障害療養加算年金は、年金月額に加算割合（50％）を乗じた金額を、高度障害年金に上乗せしてお受取りいただけるもので、
 被保険者が毎年の生存判定日（＊2）に生存されている場合に限りお受取りいただけます。

(＊2) 生存判定日とは、高度障害療養加算年金をお受取りいただくために、ジブラルタ生命が被保険者の生存を判定する日をいい、
　　　つぎのいずれかの日とします。 
　　　①高度障害状態に該当した日 
　　　② 高度障害状態に該当した日の年単位の応当日（応当日のない場合は、その月の末日とします）の直後に到来する月単位の契約応当日の前日

主な保障内容 死亡・高度障害 契約年齢範囲（被保険者） 15～65歳

保険期間 ●年満了：15～30年（5年刻み）
●歳満了：55～70歳（各歳）、75歳、80歳 保険金額 【最低】年金月額：5万円

【最高】年金現価：7億円

解約返戻金 なし 配当金 なし

付加できる主な特約 ●災害死亡給付特約   ●特定疾病収入特約 　　●介護収入特約 
●疾病障害による保険料払込免除特約 ●リビング・ニーズ特約

※お申込みに際しては上記以外にも制限があります。

この資料は「高度障害療養加算型家族収入保険（保険料払込中無解約返戻金型）」の商品概要について記載しています。記載の内容は2021年10月1日
現在のものであり、今後変更される場合があります。商品内容等について、詳しくは『契約概要』『注意喚起情報』『ご契約のしおり・約款』をご覧ください。

特　徴
●死亡または所定の高度障害状態になられたとき、保
険期間満了まで、遺されたご家族が毎月年金をお受
取りいただけます（満期保険金はありません）。

● 所定の高度障害状態になられたとき、高度障害年金に

加え高度障害療養加算年金をお受取りいただけます。
● 年金のお支払期間には最低支払保証期間があり、契
約年齢・保険期間の組み合わせにより、2年・5年・
7年のいずれかとなります。

ご契約例

＜募集代理店＞ ＜引受保険会社＞

ジブラルタ生命保険株式会社
本社／〒 100-8953 東京都千代田区永田町 2-13-10
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9（通話料無料）
【ジブラルタ生命のホームページ】https://www.gib-life.co.jp/

2021年10月改訂

保険期間・保険料払込期間
30歳（ご契約） 45歳 60歳（保険期間満了）
▲ ▲

高度障害年金に加算して
高度障害療養加算年金を
お受取りいただけます。（＊1）

高度障害状態になられた場合

高度障害療養加算年金  ＝
　　年金月額×加算割合（50％）

59歳（ご契約から29年1か月目）で
死亡・高度障害状態になられた場合
年金受取
総額

480万円
(年金月額20万円×12か月×2年)

▲

45歳（ご契約から15年1か月目）で
死亡・高度障害状態になられた場合
年金受取
総額

3,600万円
(年金月額20万円×12か月×15年)

30歳（ご契約から1か月目）で
死亡・高度障害状態になられた場合
年金受取
総額

7,200万円
(年金月額20万円×12か月×30年)

家族年金または
高度障害年金
（年金受取総額）

高度障害療養加算年金

高度障害年金
最低支払
保証期間

■この商品は以下の保障ニーズに応えられます。

死亡・
高度障害の保障 ◎ 介護の保障 －

医療費・
入院費の保障 － 長生きに対する

備え・資産の形成 －


